
 

 

公共事業の充実に関する重点提言 
 

公共事業を円滑に推進するため、国は、特に次の事項について積極的な措置を講じ

られたい。 

 

１．「社会資本整備総合交付金」の充実 

（１）「社会資本整備総合交付金」については、同交付金の目指す地方の社会資本整

備が計画的かつ効率的に実施できるよう、十分な予算を確保するとともに、採択

基準の緩和など対象メニューの拡充を図ること。 

（２）同交付金制度の運用に当たっては、都市自治体が活用しやすい仕組みにすると

ともに、事務の簡素化に配慮すること。 

 

２．公共施設の老朽化に伴う維持管理・更新に対する財政措置を拡充するとともに、

機能の集約化・複合化による公共施設の更新（再生）を実施する際には、省庁の規

制に捉われない施設整備計画を認めること。  

 


